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１．本補足説明資料の目的 

 使用済燃料貯蔵施設のうち基本的安全機能を確保する上で必要な施設（以下「上位クラス施設」とい

う。）が下位クラス施設の波及的影響によって，その基本的安全機能を損なわないことについて設計図

書類を用いた机上検討及び現場調査による敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，評価を実施する。 

本資料については，「添付 5－1－3 波及的影響に係る基本方針」，「添付 5－1－3－1 波及的影響を

考慮する施設の選定」の補足説明を行い，今回申請設備である電気設備について波及的影響を及ぼすお

それのある施設でないことの説明を行う。 

 

 

２．波及的影響に関する評価方針 

２．１ 基本方針 

 波及的影響評価は以下に示す方針に基づき実施する。 

(1) 「使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈別記２（以下「別記２」

という。）に記載された４つの事項を基に，検討すべき事象を整理する。 

(2) (1)で整理した検討事項を基に，上位クラス施設に対して波及的影響を及ぼすおそれのある下位

クラス施設を抽出する。 

(3) (2)で抽出された下位クラス施設について配置，設計，運用上の観点から上位クラス施設への影響

評価を実施する。 

 

また，波及的影響に係る検討フローを「図２－１ 波及的影響に係る検討フロー」に示す。 
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図２－１ 波及的影響に係る検討フロー 

  

NO 

  

・設計情報（施設配置図，機器配置図，系統図等の設計図書類），設備運用に関する情報 

・上位クラス施設の抽出 

①事前準備 

②机上検討 

設計情報，設備運用に関する情報から上位クラス施設への波及的影響を防止す

る配置，設計，運用になっているか確認する 

・建屋内下位クラス施設の損傷等による影響 

・建屋外下位クラス施設の損傷等による影響 

・相対変位又は不等沈下による影響 

・上位，下位クラス施設の接続部にお

ける相互影響 

  

以下の事項について現場調査により補完（又は再確認）する 

【判断基準】 

・周囲にある下位クラス施設は十分な離隔距離等により，地震による転倒，

破損及び落下を想定した場合にも上位クラスの基本的安全機能に悪影

響を及ぼすおそれはないか 

・上位クラス施設に対して，下位クラス施設が明らかに影響を及ぼさない

程度の大きさ，重量であるか 

③現場調査 

④検討対象施設の抽出 

（波及的影響のおそれのある下位クラス施設） 

【波及的影響の有無を確認】 

抽出された下位クラス施設の詳

細検討を実施し，上位クラス施

設に対して波及的影響があるか 

⑤詳細検討 

⑦評価終了 

⑥対策検討・実施 

YES 
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２．２ 上位クラス施設の整理 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設のうち，耐震設計上の重要度分類のＳクラスに属する施

設であり基本的安全機能を有している金属キャスク及びＢクラスに属する施設のうち基本的安全機能

の遮蔽機能及び除熱機能の一部を担っている使用済燃料貯蔵建屋を上位クラス施設とする。 

なお，基本的安全機能を確保する上で必要な施設のうち，受入れ区域天井クレーン及び搬送台車は

基本的安全機能を有していない。 

また，受入れ区域天井クレーン及び搬送台車は金属キャスクを搬送する設備であることから金属キ

ャスクへの波及的影響を考慮する設備として整理する。 

 

２．３ 下位クラス施設の抽出方法 

 上位クラス施設に対して波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出は，設計図書類を

用いた机上検討及び現場調査による施設全体を俯瞰した調査・検討により実施する。 

(1) 机上検討 

 使用済燃料貯蔵施設配置図，機器配置図，系統図等の設計図書類を用いて，上位クラス施設周辺

に位置する下位クラス施設，又は上位クラス施設に接続されている下位クラス施設のうち，波及的

影響を及ぼすおそれあるものを抽出する。 

なお，金属キャスクに対する設備の抽出については，金属キャスクの取扱いにおける金属キャス

クの状態を考慮する。取扱いにおける金属キャスクの状態を以下に記載する。 

取扱いにおける金属キャスクの状態 

ａ．横置き状態 

ｂ．縦置き状態 

ｃ．緩衝体取付有無 

ｄ．三次蓋取付有無 

(2) 現場調査 

机上検討で抽出された下位クラス施設の詳細な設置状況又は配置状況を確認すること，また机上

検討で抽出された設備以外について上位クラス施設を対象として波及的影響のおそれについて現場

調査を実施する。 

なお，現場調査においても上記(1)の取扱いにおける金属キャスクの状態を考慮する。 

 

２．４ 影響評価方法 

 波及的影響を及ぼすおそれのある施設として抽出された下位クラス施設について，影響評価により

上位クラス施設の基本的安全機能を損なわないことを確認する。 

影響評価において，抽出された下位クラス施設が耐震性を有していることの確認によって上位クラ

ス施設の基本的安全機能を損なわないことを確認する場合，適用する地震動は基準地震動ＳＳとする。 
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３．事象検討 

３．１ 別記２に記載された事項に基づく事象検討 

別記２に記載された４つの事項を基に，具体的な検討事象を整理する。 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

・地盤の不等沈下による下位クラス施設の傾きや崩壊に伴う隣接した上位クラス施設への衝突 

(2) 建屋の相対変位による影響 

・上位クラス施設と下位クラス施設の建屋の相対変位による隣接した上位クラス施設への衝突 

② 基本的安全機能を確保する上で必要な施設とその他の安全機能を有する施設との接続部におけ

る相互影響 

・機器・配管系において接続部及び上位クラスの保持のために接する部位の損傷による上位クラ

ス施設の基本的安全機能への影響 

③ 貯蔵建屋内におけるその他の安全機能を有する施設の損傷，転倒及び落下等による基本的安全

機能を確保する上で必要な施設への影響 

・下位クラス施設の転倒，落下，倒壊に伴う上位クラス施設への衝突 

④ 貯蔵建屋外におけるその他の安全機能を有する施設の損傷，転倒及び落下等による基本的安全

機能を確保する上で必要な施設への影響 

・下位クラス施設の転倒，落下，倒壊に伴う上位クラス施設への衝突 

 

 

４．下位クラス施設の抽出及び影響評価方法 

「３．事象検討」で整理した各検討事項を基に，上位クラスへの波及的影響を及ぼすおそれのある下

位クラス施設の抽出及び影響評価を実施する。 

 

４．１ 相対変位又は不等沈下による影響 

 (1) 地盤の不等沈下による影響 

使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）の周辺に位置する波及的影響のおそれのある下

位クラス施設を抽出し，波及的影響の有無を検討する。 

ａ．下位クラス施設の抽出 

地盤の不等沈下による下位クラス施設の傾きや倒壊を想定しても貯蔵建屋に衝突しない程度の

十分な離隔距離をとって配置されていることを確認し，離隔距離が十分でない下位クラスを抽出

する。 

ｂ．耐震性の確認 

ａ．で抽出した下位クラス施設について，基準地震動ＳＳに対して，基礎地盤が十分な支持性能

を持つ地盤に設置されていることの確認により，不等沈下しないことを確認する。 
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ｃ．不等沈下に伴う波及的影響の評価 

ｂ．で地盤の不等沈下のおそれが否定をできない下位クラス施設については，傾きや倒壊を想

定し，これらによる上位クラス施設への影響を確認し，貯蔵建屋が担っている基本的安全機能を

損なわないことを確認する。 

ｄ．対策検討 

ｃ．で貯蔵建屋が担っている基本的安全機能を損なうおそれが否定できない下位クラス施設に

対して，基礎地盤の補強や周辺の地盤改良を行い，不等沈下による下位クラス施設の波及的影響

を防止する。 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

貯蔵建屋の周辺に位置する波及的影響のおそれのある下位クラス施設を抽出し，波及的影響の有

無を検討する。 

ａ．下位クラス施設の抽出 

地震による建屋の相対変位を想定しても貯蔵建屋に衝突しない程度の十分な離隔距離をとって

配置されていることを確認し，離隔距離が十分でない下位クラスを抽出する。 

ｂ．耐震性の確認 

ａ．で抽出した下位クラス施設について，基準地震動ＳＳに対して，建屋の相対変位による貯蔵

建屋への衝突がないことを確認する。 

ｃ．不等沈下に伴う波及的影響の評価 

ｂ．で衝突のおそれが否定をできない下位クラス施設について，衝突部分の接触状況を確認し，

建屋全体又は局部評価を実施し衝突に伴い，貯蔵建屋が担っている基本的安全機能を損なわない

ことを確認する。 

ｄ．対策検討 

ｃ．で貯蔵建屋が担っている基本的安全機能を損なうおそれが否定できない下位クラス施設に

対して，建屋の補強を行い，建屋の相対変位による下位クラス施設の波及的影響を防止する。 

 

４．２ 接続部における相互影響 

金属キャスク，貯蔵建屋との接続部及び金属キャスクを保持のために接する部位がある下位クラス

施設を抽出し波及的影響を検討する。 

(1) 接続部の抽出 

金属キャスク，貯蔵建屋との接続部及び金属キャスクを保持のために接する部位がある下位クラ

ス施設を抽出する。 

(2) 影響評価 

(1)で抽出した下位クラス施設について，下位クラス施設が損傷した場合の金属キャスクの有する

基本的安全機能，及び貯蔵建屋が担っている基本的安全機能を損なわないことを確認する。 
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(3) 耐震性の確認 

(2)で下位クラスの損傷により基本的安全機能を損なうおそれが否定できない場合には，基準地震

動ＳＳに対して構造健全性が維持されることを確認する。 

(4) 対策検討 

(3)で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラス施設について，基準地震動ＳＳに対して健

全性が維持できるような構造の改造により波及的影響を防止する。 

 

４．３ 建屋内における損傷，転倒及び落下等による影響 

貯蔵建屋内の金属キャスクの周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽

出し波及的影響の有無を検討する。 

(1) 下位クラス施設の抽出 

下位クラス施設の抽出に当たって，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等を想定しても上位ク

ラス施設に衝突しない程度の十分な距離をとって配置されていることを確認する。離隔距離が十分

でない場合には，落下防止措置の対策が適切に実施されていることを確認する。 

(2) 影響評価 

(1)で抽出した下位クラス施設について，構造上の特徴，金属キャスクとの位置関係，重量を踏ま

えて，損傷，転倒及び落下等を想定した場合の金属キャスクへの影響を評価し，金属キャスクの基

本的安全機能を損なうおそれがないことを確認する。 

(3) 耐震性の確認 

(2)で下位クラスの損傷により基本的安全機能を損なうおそれが否定できない場合には，基準地震

動ＳＳに対して，損傷，転倒及び落下等が生じないよう構造健全性が維持されることを確認する。 

(4) 対策検討 

(3)で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラス施設について，基準地震動ＳＳに対して健

全性が維持できるような構造の改造，金属キャスクと下位クラス施設との間に衝撃に耐えうる緩衝

体の設置，下位クラス施設の移設により波及的影響を防止する。 

 

４．４ 建屋外における損傷，転倒及び落下等による影響 

貯蔵建屋外において金属キャスク，貯蔵建屋の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下

位クラス施設を抽出し波及的影響の有無を検討する。 

 (1) 下位クラス施設の抽出 

下位クラス施設の抽出に当たって，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等を想定しても上位ク

ラス施設に衝突しない程度の十分な距離をとって配置されていることを確認する。離隔距離が十分

でない場合には，落下防止措置の対策が適切に実施されていることを確認する。 

 (2) 影響評価 

(1)で抽出した下位クラス施設について，構造上の特徴，金属キャスク，貯蔵建屋との位置関係，

重量を踏まえて，損傷，転倒及び落下等を想定した場合の金属キャスク，貯蔵建屋への影響を評価
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し，金属キャスクの有する基本的安全機能及び，貯蔵建屋が担っている基本的安全機能を損なわな

いことを確認する。 

 (3) 耐震性の確認 

(2)で下位クラスの損傷により基本的安全機能を損なうおそれが否定できない場合には，基準地震

動ＳＳに対して，損傷，転倒及び落下等が生じないよう構造健全性が維持されることを確認する。 

(4) 対策検討 

(3)で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラスについて，基準地震動ＳＳに対して健全性

が維持できるような構造の改造，金属キャスク，貯蔵建屋と下位クラス施設との間に衝撃に耐えう

る緩衝体の設置，下位クラス施設の移設により波及的影響を防止する。 

 

５．下位クラス施設の検討結果 

「４．下位クラス施設の抽出及び影響評価方法」に基づき，上位クラス施設への波及的影響を及ぼす

おそれのある施設の抽出結果を以下に記載する。 

なお，貯蔵建屋の設置地盤及び周辺地盤の液状化の可能性はないため，液状化による地盤の不等沈下

や建屋の相対変位による影響はなしとする。 

 

５．１ 相対変位又は不等沈下による影響 

 (1) 地盤の不等沈下による影響 

貯蔵建屋に隣接する下位クラス施設はなく，貯蔵建屋から一番近い位置に設置する建物である出

入り管理建屋についても離隔距離が十分であり不等沈下による衝突影響の観点で波及的影響を及ぼ

すおそれはない。このため地盤の不等沈下による波及的影響を及ぼすおそれがある施設はない。 

 (2) 建屋間の相対変位による影響 

貯蔵建屋に隣接する下位クラス施設の設置はないため，建屋間の相対変位による波及的影響をお

よぼすおそれがある施設はない。 

 

５．２ 接続部における相互影響 

金属キャスク，貯蔵建屋との接続部及び金属キャスクを保持のために接する部位がある下位クラス

施設を抽出し，その波及的影響の検討結果について「表５－２ 接続部における相互影響評価結果」

に示す。 

なお，貯蔵建屋には他の施設との接続部はないため，本項目における貯蔵建屋に対する波及的影響

を及ぼすおそれがある施設はない。 
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表５－２ 接続部における相互影響評価結果 

抽出した

下位クラ

ス施設 

上位クラ

ス施設 
接続部 

影響を及ぼす

可能性が考え

られる状態 

基本的安全機能への影響 

仮置架台 金属キャ

スク 

脚部トラニ

オン受けと

金属キャス

クトラニオ

ン 

金属キャスク

仮置き中の仮

置架台の破損

による金属キ

ャスクの落下 

仮置架台が損傷し金属キャスクが落下し

ても，金属キャスクには緩衝体が取り付

けられているため，金属キャスクの基本

的安全機能への影響はない。 

たて起こ

し架台 

たて起こし架

台の破損によ

る金属キャス

クの落下 

金属キャスクたて起こし時は受入れ区域

天井クレーンにより金属キャスクが保持

されているため，たて起こし架台が損傷

しても金属キャスクが落下することはな

い。また万一落下，若しくは受入れ区域天

井クレーンによる保持前であっても，た

て起こし架台近傍の床面には衝撃吸収材

を敷設するため，金属キャスクの基本的

安全機能への影響はない。 

計測制御

系統施設 

蓋間圧力監

視装置 

蓋間圧力監視

装置の破損に

よる金属キャ

スクとの接続

部への影響（閉

じ込め機能） 

蓋間圧力監視装置が損傷しても金属キャ

スク一次蓋の閉じ込め機能に影響はない

ため，基本的安全機能への影響はない。 
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５．３ 建屋内における損傷，転倒及び落下等による影響 

貯蔵建屋内の金属キャスクの周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽

出し，その波及的影響の検討結果について「表５－３ 建屋内における損傷，転倒及び落下等による

影響評価結果」に示す。 

 

表５－３ 建屋内における損傷，転倒及び落下等による影響評価結果 

抽出した下位

クラス施設 

上位クラ

ス施設 

影響を及ぼす可能性が

考えられる状態 
基本的安全機能への影響 

貯蔵建屋 金属キャ

スク 

受入れ，貯蔵中におい

て損傷による金属キャ

スクへの落下 

金属キャスクの受入れ作業，払い出し作業及

び貯蔵保管を行う施設であることから，金属

キャスクの設計に適用する地震動又は地震力

に伴う損傷により，金属キャスクに衝突し波

及的影響を及ぼすおそれが否定できない。 

受入れ区域 

天井クレーン 

受入れ中において損傷

による金属キャスクへ

の落下及び金属キャス

ク取扱い中の損傷によ

る金属キャスクの落下 

金属キャスクの上部に設置していることか

ら，金属キャスクの設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒又は落下により，金属キ

ャスクに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが

否定できない。 

搬送台車 搬送台車にて金属キャ

スク搬送中において搬

送台車の転倒による金

属キャスクの転倒 

金属キャスクの搬送に使用していることか

ら，金属キャスクの設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，金属キャスクの

波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。 

検査架台 検査架台での金属キャ

スク取扱中において検

査架台の転倒による金

属キャスクの損傷 

金属キャスクの検査の際に側面に設置してい

ることから，金属キャスクの設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，金 属キ

ャスクに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが

否定できない。 

防火シャッタ 金属キャスク搬送中に

おいて防火シャッタの

損傷による金属キャス

クへの落下 

金属キャスクの搬送の際に上部に設置してい

ることから，金属キャスクの設計に適用する

地震動又は地震力に伴う落下により，金属キ

ャスクに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが

否定できない。 

中性子線エリ

アモニタ 

金属キャスク搬送中に

おいて中性子線エリア

モニタの損傷による金

属キャスクへの落下 

金属キャスクの搬送の際に上部に設置してい

ることから，金属キャスクの設計に適用する

地震動又は地震力に伴う落下により，金属キ

ャスクに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが

否定できない。 
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５．４ 建屋外における損傷，転倒及び落下等による影響 

貯蔵建屋に隣接する下位クラス施設の設置はなく，金属キャスクの受入れ作業，払い出し作業の際

のル－トについても波及的影響を及ぼすおそれのある隣接する下位クラスはないため，貯蔵建屋外の

施設の損傷，転倒及び落下等による影響による波及的影響を及ぼすおそれがある施設はない。 

 

６．波及的影響を及ぼすおそれのある施設の設工認申請について 

今回申請設備である電気設備については「５．下位クラス施設の検討結果」の検討結果において抽出

されていないため，波及的影響を及ぼすおそれのある施設ではない。 

なお，今回抽出した設備のうち，貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン及び搬送台車については耐震設

計上の重要度分類をＢ(ＳＳ)クラスとしており，基準地震動ＳＳによる評価を次回申請にて提出する。 

また，上記以外の波及的影響を及ぼすおそれのある施設についても，基本的安全機能への影響評価を

次回申請にて提出する。 

 

 

 



参考資料 

1 

 

 

変更前（2021.6.4 ヒアリング資料） 変更後 備考 

１．本補足説明資料の目的 

 使用済燃料貯蔵施設のうち基本的安全機能を確保する上で必要な施設（以下「上位ク

ラス施設」という。）が下位クラス施設の波及的影響によって，その基本的安全機能を損

なわないことについて設計図書類を用いた机上検討及び現場調査による敷地全体を俯瞰

した調査・検討を行い，評価を実施する。 

本資料については，「添付 5－1－3 波及的影響に係る基本方針」，「添付 5－1－3－1 

波及的影響を考慮する施設の選定」の補足説明を行い，今回申請設備である電気設備に

ついて波及的影響を及ぼすおそれのある施設でないことの説明を行う。 

 

 

２．波及的影響に関する評価方針 

２．１ 基本方針 

 波及的影響評価は以下に示す方針に基づき実施する。 

(1) 「使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈別記２（以

下「別記２」という。）に記載された４つの事項を基に，検討すべき事象を整理す

る。 

(2) (1)で整理した検討事項を基に，上位クラス施設に対して波及的影響を及ぼすおそ

れのある下位クラス施設を抽出する。 

(3) (2)で抽出された下位クラス施設について配置，設計，運用上の観点から上位クラ

ス施設への影響評価を実施する。 

 

また，波及的影響に係る検討フローを「図２－１ 波及的影響に係る検討フロー」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．本補足説明資料の目的 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．波及的影響に関する評価方針 

２．１ 基本方針 

（変更なし） 
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変更前（2021.6.4 ヒアリング資料） 変更後 備考 

 

 

図２－１ 波及的影響に係る検討フロー 

 

 

 

 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

  

・設計情報（施設配置図，機器配置図，系統図等の設計図書類），設備運用に関する情報 

・上位クラス施設の抽出 

①事前準備 

②机上検討 

設計情報，設備運用に関する情報から上位クラス施設への波及的影響を防止す

る配置，設計，運用になっているか確認する 

・建屋内下位クラス施設の損傷等による影響 

・建屋外下位クラス施設の損傷等による影響 

・相対変位又は不等沈下による影響 

・上位，下位クラス施設の接続部にお

ける相互影響 

  

以下の事項について現場調査により補完（又は再確認）する 

【判断基準】 

・周囲にある下位クラス施設は十分な離隔距離等により，地震による転倒，

破損及び落下を想定した場合にも上位クラスの基本的安全機能に悪影

響を及ぼすおそれはないか 

・上位クラス施設に対して，下位クラス施設が明らかに影響を及ぼさない

程度の大きさ，重量であるか 

③現場調査 

④検討対象施設の抽出 

（波及的影響のおそれのある下位クラス施設） 

【波及的影響の有無を確認】 

抽出された下位クラス施設の詳

細検討を実施し，上位クラス施

設に対して波及的影響があるか 

⑤詳細検討 

⑦評価終了 

⑥対策検討・実施 

YES 
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変更前（2021.6.4 ヒアリング資料） 変更後 備考 

２．２ 上位クラス施設の整理 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設のうち，耐震設計上の重要度分類のＳクラ

スに属する施設であり基本的安全機能を有している金属キャスク及びＢクラスに属す

る施設のうち基本的安全機能の遮蔽機能及び除熱機能の一部を担っている使用済燃料

貯蔵建屋を上位クラス施設とする。 

なお，基本的安全機能を確保する上で必要な施設の受入れ区域天井クレーン及び搬送

台車について金属キャスク取扱いの際に落下・衝突や転倒を防止する施設のため，基本

的安全機能を有している施設又は基本的安全機能の一部を有している施設ではないた

め上位クラスとしない。 

 

 

 

 

 

 

２．３ 下位クラス施設の抽出方法 

 上位クラス施設に対して波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出は，

設計図書類を用いた机上検討及び現場調査による施設全体を俯瞰した調査・検討により

実施する。 

(1) 机上検討 

 使用済燃料貯蔵施設配置図，機器配置図，系統図等の設計図書類を用いて，上位ク

ラス施設周辺に位置する下位クラス施設，又は上位クラス施設に接続されている下位

クラス施設のうち，波及的影響を及ぼすおそれあるものを抽出する。 

なお，金属キャスクに対する設備の抽出については，金属キャスクの取扱いにおけ

る金属キャスクの状態を考慮する。取扱いにおける金属キャスクの状態を以下に記載

する。 

取扱いにおける金属キャスクの状態 

ａ．横置き状態 

ｂ．縦置き状態 

ｃ．緩衝体取付有無 

ｄ．三次蓋取付有無 

(2) 現場調査 

机上検討で抽出された下位クラス施設の詳細な設置状況又は配置状況を確認する

こと，また机上検討で抽出された設備以外について上位クラス施設を対象として波及

的影響のおそれについて現場調査を実施する。 

なお，現場調査においても上記(1)の取扱いにおける金属キャスクの状態を考慮す

る。 

 

 

２．２ 上位クラス施設の整理 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設のうち，耐震設計上の重要度分類のＳクラ

スに属する施設であり基本的安全機能を有している金属キャスク及びＢクラスに属す

る施設のうち基本的安全機能の遮蔽機能及び除熱機能の一部を担っている使用済燃料

貯蔵建屋を上位クラス施設とする。 

なお，基本的安全機能を確保する上で必要な施設のうち，受入れ区域天井クレーン及

び搬送台車は基本的安全機能を有しておらず，金属キャスクの搬送設備であるため金属

キャスクに影響を及ぼすおそれのある設備とする。 

 

 

 

 

 

 

 

２．３ 下位クラス施設の抽出方法 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入れ区域天井クレーン及

び搬送台車を上位クラスと

しないことの明確化。 

赤枠部分について「添付 5-1-

3 波及的影響に係る基本方

針 2.基本方針」に反映する。 
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変更前（2021.6.4 ヒアリング資料） 変更後 備考 

２．４ 影響評価方法 

 波及的影響を及ぼすおそれのある施設として抽出された下位クラス施設について，影

響評価により上位クラス施設の基本的安全機能を損なわないことを確認する。 

影響評価において，抽出された下位クラス施設が耐震性を有していることの確認によ

って上位クラス施設の基本的安全機能を損なわないことを確認する場合，適用する地震

動は基準地震動ＳＳとする。 

 

３．事象検討 

３．１ 別記２に記載された事項に基づく事象検討 

別記２に記載された４つの事項を基に，具体的な検討事象を整理する。 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

・地盤の不等沈下による下位クラス施設の傾きや崩壊に伴う隣接した上位クラス

施設への衝突 

(2) 建屋の相対変位による影響 

・上位クラス施設と下位クラス施設の建屋の相対変位による隣接した上位クラス

施設への衝突 

② 基本的安全機能を確保する上で必要な施設とその他の安全機能を有する施設との

接続部における相互影響 

・機器・配管系において接続部及び上位クラスの保持のために接する部位の損傷に

よる上位クラス施設の基本的安全機能への影響 

③ 貯蔵建屋内におけるその他の安全機能を有する施設の損傷，転倒及び落下等によ

る基本的安全機能を確保する上で必要な施設への影響 

・下位クラス施設の転倒，落下，倒壊に伴う上位クラス施設への衝突 

④ 貯蔵建屋外におけるその他の安全機能を有する施設の損傷，転倒及び落下等によ

る基本的安全機能を確保する上で必要な施設への影響 

・下位クラス施設の転倒，落下，倒壊に伴う上位クラス施設への衝突 

 

４．下位クラス施設の抽出及び影響評価方法 

「３．事象検討」で整理した各検討事項を基に，上位クラスへの波及的影響を及ぼすお

それのある下位クラス施設の抽出及び影響評価を実施する。なお，使用済燃料貯蔵建屋

（以下「貯蔵建屋」という。）の設置地盤及び周辺地盤の液状化の可能性はないため，液

状化による地盤の不等沈下や建屋の相対変位による影響は考慮しない。 

 

４．１ 相対変位又は不等沈下による影響 

 (1) 地盤の不等沈下による影響 

貯蔵建屋の周辺に位置する波及的影響のおそれのある下位クラス施設を抽出し，波

及的影響の有無を検討する。 

ａ．下位クラス施設の抽出 

２．４ 影響評価方法 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

３．事象検討 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．下位クラス施設の抽出及び影響評価方法 

「３．事象検討」で整理した各検討事項を基に，上位クラスへの波及的影響を及ぼすお

それのある下位クラス施設の抽出及び影響評価を実施する。 

 

 

 

４．１ 相対変位又は不等沈下による影響 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付 5-3-1-1 波及的影響

を考慮する施設の選定」につ

いては本資料「5. 下位クラス

施設の検討結果」の項目につ

いて記載しているため液状

化について「5. 下位クラス施

設の検討結果」に記載。 
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変更前（2021.6.4 ヒアリング資料） 変更後 備考 

地盤の不等沈下による下位クラス施設の傾きや倒壊を想定しても貯蔵建屋に衝

突しない程度の十分な離隔距離をとって配置されていることを確認し，離隔距離が

十分でない下位クラスを抽出する。 

ｂ．耐震性の確認 

ａ．で抽出した下位クラス施設について，基準地震動ＳＳに対して，基礎地盤が

十分な支持性能を持つ地盤に設置されていることの確認により，不等沈下しないこ

とを確認する。 

ｃ．不等沈下に伴う波及的影響の評価 

ｂ．で地盤の不等沈下のおそれが否定をできない下位クラス施設については，傾

きや倒壊を想定し，これらによる上位クラス施設への影響を確認し，貯蔵建屋が担

っている基本的安全機能を損なわないことを確認する。 

ｄ．対策検討 

ｃ．で貯蔵建屋が担っている基本的安全機能を損なうおそれが否定できない下位

クラス施設に対して，基礎地盤の補強や周辺の地盤改良を行い，不等沈下による下

位クラス施設の波及的影響を防止する。 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

貯蔵建屋の周辺に位置する波及的影響のおそれのある下位クラス施設を抽出し，波

及的影響の有無を検討する。 

ａ．下位クラス施設の抽出 

地震による建屋の相対変位を想定しても貯蔵建屋に衝突しない程度の十分な離

隔距離をとって配置されていることを確認し，離隔距離が十分でない下位クラスを

抽出する。 

ｂ．耐震性の確認 

ａ．で抽出した下位クラス施設について，基準地震動ＳＳに対して，建屋の相対

変位による貯蔵建屋への衝突がないことを確認する。 

ｃ．不等沈下に伴う波及的影響の評価 

ｂ．で衝突のおそれが否定をできない下位クラス施設について，衝突部分の接触

状況を確認し，建屋全体又は局部評価を実施し衝突に伴い，貯蔵建屋が担っている

基本的安全機能を損なわないことを確認する。 

ｄ．対策検討 

ｃ．で貯蔵建屋が担っている基本的安全機能を損なうおそれが否定できない下位

クラス施設に対して，建屋の補強を行い，建屋の相対変位による下位クラス施設の

波及的影響を防止する。 

 

４．２ 接続部における相互影響 

金属キャスク，貯蔵建屋との接続部及び金属キャスクを保持のために接する部位があ

る下位クラス施設を抽出し波及的影響を検討する。 

(1) 接続部の抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．２ 接続部における相互影響 

（変更なし） 
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変更前（2021.6.4 ヒアリング資料） 変更後 備考 

金属キャスク，貯蔵建屋との接続部及び金属キャスクを保持のために接する部位が

ある下位クラス施設を抽出する。 

(2) 影響評価 

(1)で抽出した下位クラス施設について，下位クラス施設が損傷した場合の金属キ

ャスクの有する基本的安全機能，及び貯蔵建屋が担っている基本的安全機能を損なわ

ないことを確認する。 

(3) 耐震性の確認 

(2)で下位クラスの損傷により基本的安全機能を損なうおそれが否定できない場合

には，基準地震動ＳＳに対して構造健全性が維持されることを確認する。 

(4) 対策検討 

(3)で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラス施設について，基準地震動

ＳＳに対して健全性が維持できるような構造の改造により波及的影響を防止する。 

 

４．３ 建屋内における損傷，転倒及び落下等による影響 

貯蔵建屋内の金属キャスクの周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位

クラス施設を抽出し波及的影響の有無を検討する。 

(1) 下位クラス施設の抽出 

下位クラス施設の抽出に当たって，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等を想定

しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な距離をとって配置されていること

を確認する。離隔距離が十分でない場合には，落下防止措置の対策が適切に実施され

ていることを確認する。 

(2) 影響評価 

(1)で抽出した下位クラス施設について，構造上の特徴，金属キャスクとの位置関

係，重量を踏まえて，損傷，転倒及び落下等を想定した場合の金属キャスクへの影響

を評価し，金属キャスクの基本的安全機能を損なうおそれがないことを確認する。 

(3) 耐震性の確認 

(2)で下位クラスの損傷により基本的安全機能を損なうおそれが否定できない場合

には，基準地震動ＳＳに対して，損傷，転倒及び落下等が生じないよう構造健全性が

維持されることを確認する。 

(4) 対策検討 

(3)で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラス施設について，基準地震動

ＳＳに対して健全性が維持できるような構造の改造，金属キャスクと下位クラス施設

との間に衝撃に耐えうる緩衝体の設置，下位クラス施設の移設により波及的影響を防

止する。 

 

４．４ 建屋外における損傷，転倒及び落下等による影響 

貯蔵建屋外において金属キャスク，貯蔵建屋の周辺に位置する波及的影響を及ぼすお

それのある下位クラス施設を抽出し波及的影響の有無を検討する。 

 (1) 下位クラス施設の抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．３ 建屋内における損傷，転倒及び落下等による影響 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．４ 建屋外における損傷，転倒及び落下等による影響 

（変更なし） 
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変更前（2021.6.4 ヒアリング資料） 変更後 備考 

下位クラス施設の抽出に当たって，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等を想定

しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な距離をとって配置されていること

を確認する。離隔距離が十分でない場合には，落下防止措置の対策が適切に実施され

ていることを確認する。 

 (2) 影響評価 

(1)で抽出した下位クラス施設について，構造上の特徴，金属キャスク，貯蔵建屋と

の位置関係，重量を踏まえて，損傷，転倒及び落下等を想定した場合の金属キャスク，

貯蔵建屋への影響を評価し，金属キャスクの有する基本的安全機能及び，貯蔵建屋が

担っている基本的安全機能を損なわないことを確認する。 

 

(3) 耐震性の確認 

(2)で下位クラスの損傷により基本的安全機能を損なうおそれが否定できない場合

には，基準地震動ＳＳに対して，損傷，転倒及び落下等が生じないよう構造健全性が

維持されることを確認する。 

(4) 対策検討 

(3)で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラスについて，基準地震動ＳＳに

対して健全性が維持できるような構造の改造，金属キャスク，貯蔵建屋と下位クラス

施設との間に衝撃に耐えうる緩衝体の設置，下位クラス施設の移設により波及的影響

を防止する。 

 

 

５．下位クラス施設の検討結果 

「４．下位クラス施設の抽出及び影響評価方法」に基づき，上位クラス施設への波及的

影響を及ぼすおそれのある施設の抽出結果を以下に記載する。 

 

 

 

 

５．１ 相対変位又は不等沈下による影響 

 (1) 地盤の不等沈下による影響 

貯蔵建屋に隣接する下位クラス施設はなく，貯蔵建屋から一番近い位置に設置する

建物である出入り管理建屋についても離隔距離が十分であり不等沈下による衝突影

響の観点で波及的影響を及ぼすおそれはない。このため地盤の不等沈下による波及的

影響を及ぼすおそれがある施設はない。 

 (2) 建屋間の相対変位による影響 

貯蔵建屋に隣接する下位クラス施設の設置はないため，建屋間の相対変位による波

及的影響をおよぼすおそれがある施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．下位クラス施設の検討結果 

「４．下位クラス施設の抽出及び影響評価方法」に基づき，上位クラス施設への波及的

影響を及ぼすおそれのある施設の抽出結果を以下に記載する。 

なお，貯蔵建屋の設置地盤及び周辺地盤の液状化の可能性はないため，液状化による

地盤の不等沈下や建屋の相対変位による影響はなしとする。 

 

 

５．１ 相対変位又は不等沈下による影響 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付 5-3-1-1 波及的影響

を考慮する施設の選定」につ

いては本資料「5. 下位クラス

施設の検討結果」の項目につ

いて記載しているため液状

化について「5. 下位クラス施

設の検討結果」に記載。 
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変更前（2021.6.4 ヒアリング資料） 変更後 備考 

５．２ 接続部における相互影響 

金属キャスク，貯蔵建屋との接続部及び金属キャスクを保持のために接する部位があ

る下位クラス施設を抽出し，その波及的影響の検討結果について「表５－２ 接続部に

おける相互影響評価結果」に示す。 

なお，貯蔵建屋には他の施設との接続部はないため，本項目における貯蔵建屋に対す

る波及的影響を及ぼすおそれがある施設はない。 

 

 

表５－２ 接続部における相互影響評価結果 

抽出した

下位クラ

ス施設 

上位クラ

ス施設 
接続部 

影響を及ぼす

可能性が考え

られる状態 

基本的安全機能への影響 

仮置架台 金属キャ

スク 

脚部トラニ

オン受けと

金属キャス

クトラニオ

ン 

金属キャスク

仮置き中の仮

置架台の破損

による金属キ

ャスクの落下 

仮置架台が損傷し金属キャ

スクが落下しても，金属キ

ャスクには緩衝体が取り付

けられているため，金属キ

ャスクの基本的安全機能へ

の影響はない。 

たて起こ

し架台 

たて起こし架

台の破損によ

る金属キャス

クの落下 

金属キャスクたて起こし時

は受入れ区域天井クレーン

により金属キャスクが保持

されているため，たて起こ

し架台が損傷しても金属キ

ャスクが落下することはな

い。また万一落下，若しくは

受入れ区域天井クレーンに

よる保持前であっても，た

て起こし架台近傍の床面に

は衝撃吸収材を敷設するた

め，金属キャスクの基本的

安全機能への影響はない。 

計測制御

系統施設 

蓋間圧力監

視装置 

蓋間圧力監視

装置の破損に

よる金属キャ

スクとの接続

部への影響（閉

じ込め機能） 

蓋間圧力監視装置が損傷し

ても金属キャスク一次蓋の

閉じ込め機能に影響はない

ため，基本的安全機能への

影響はない。 

５．２ 接続部における相互影響 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

（変更なし） 
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変更前（2021.6.4 ヒアリング資料） 変更後 備考 

 

５．３ 建屋内における損傷，転倒及び落下等による影響 

貯蔵建屋内の金属キャスクの周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位

クラス施設を抽出し，その波及的影響の検討結果について「表５－３ 建屋内における

損傷，転倒及び落下等による影響評価結果」に示す。 

 

表５－３ 建屋内における損傷，転倒及び落下等による影響評価結果 

抽出した

下位クラ

ス施設 

上位クラ

ス施設 

影響を及ぼす可能性

が考えられる状態 
基本的安全機能への影響 

貯蔵建屋 金属キャ

スク 

受入れ，貯蔵中にお

いて損傷による金属

キャスクへの落下 

金属キャスクの受入れ作業，払い出し作

業及び貯蔵保管を行う施設であること

から，金属キャスクの設計に適用する地

震動又は地震力に伴う損傷により，金属

キャスクに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。 

受入れ区

域 

天井クレ

ーン 

受入れ中において損

傷による金属キャス

クへの落下及び金属

キャスク取扱い中の

損傷による金属キャ

スクの落下 

金属キャスクの上部に設置しているこ

とから，金属キャスクの設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒又は落下

により，金属キャスクに衝突し波及的影

響を及ぼすおそれが否定できない。 

搬送台車 搬送台車にて金属キ

ャスク搬送中におい

て搬送台車の転倒に

よる金属キャスクの

転倒 

金属キャスクの搬送に使用しているこ

とから，金属キャスクの設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，金

属キャスクの波及的影響を及ぼすおそ

れが否定できない。 

検査架台 検査架台での金属キ

ャスク取扱中におい

て検査架台の転倒に

よる金属キャスクの

損傷 

金属キャスクの検査の際に側面に設置

していることから，金属キャスクの設計

に適用する地震動又は地震力に伴う転

倒により，金 属キャスクに衝突し波及

的影響を及ぼすおそれが否定できない。 

防火シャ

ッタ 

金属キャスク搬送中

において防火シャッ

タの損傷による金属

キャスクへの落下 

金属キャスクの搬送の際に上部に設置

していることから，金属キャスクの設計

に適用する地震動又は地震力に伴う落

下により，金属キャスクに衝突し波及的

影響を及ぼすおそれが否定できない。 

中性子線

エリアモ

ニタ 

金属キャスク搬送中

において中性子線エ

リアモニタの損傷に

よる金属キャスクへ

の落下 

金属キャスクの搬送の際に上部に設置

していることから，金属キャスクの設計

に適用する地震動又は地震力に伴う落

下により，金属キャスクに衝突し波及的

影響を及ぼすおそれが否定できない。 

 

５．３ 建屋内における損傷，転倒及び落下等による影響 

（変更なし） 

 

 

 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料 

10 

 

変更前（2021.6.4 ヒアリング資料） 変更後 備考 

 

５．４ 建屋外における損傷，転倒及び落下等による影響 

貯蔵建屋に隣接する下位クラス施設の設置はなく，金属キャスクの受入れ作業，払い

出し作業の際のル－トについても波及的影響を及ぼすおそれのある隣接する下位クラ

スはないため，貯蔵建屋外の施設の損傷，転倒及び落下等による影響による波及的影響

を及ぼすおそれがある施設はない。 

 

 

６．波及的影響を及ぼすおそれのある施設の設工認申請について 

今回申請設備である電気設備については「５．下位クラス施設の検討結果」の検討結果

において抽出されていないため，波及的影響を及ぼすおそれのある施設ではない。 

なお，今回抽出した設備のうち，貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン及び搬送台車につ

いては耐震設計上の重要度分類をＢ(ＳＳ)クラスとしており，基準地震動ＳＳによる評価

を次回申請にて提出する。 

また，上記以外の波及的影響を及ぼすおそれのある施設についても，基本的安全機能

への影響評価を次回申請にて提出する。 

 

 

５．４ 建屋外における損傷，転倒及び落下等による影響 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

６．波及的影響を及ぼすおそれのある施設の設工認申請について 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤枠囲いについて申請書に

明確な記載がないため，「添

付 5-1-3-1 波及的影響を考

慮する施設の選定」に同様の

記載を追加する。 

 

 

 


